
現在、国東市で児童手当・特例給付を受給している方

※子ども・・・・・0歳から22歳年度末までの方

※高校生年代・・・16歳～18歳年度末までの方

※大学生年代・・・19歳～22歳年度末までの方

中学生以下の子どものみ養育している

高校生年代の子どもも養育している

高校生年代の子どもと同居している

大学生年代の子どもも養育している

大学生年代の子どもも養育しており、

中学生以下の子どもと大学生年代の子どもを

合わせると3人以上になる

ケ.書類提出は不要です。

コ.必要書類

・確認書

ス.必要書類

・確認書

はい いいえはい いいえ

はい

いいえ

（高校生年代の子どもが、

国東市外に住民登録を

している）

シ.子育て支援課へ

ご相談ください。

はい いいえ

はい

サ.書類提出は不要です。 セ.書類提出は不要です。

いいえ


